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中央労働委員会からのお知らせ 

 １０月は『個別労働紛争処理制度周知月間』です 
 

中央労働委員会と都道府県労働委員会から構成される全国労働委員会連絡協議会では、毎年 10月を

「個別労働紛争処理制度周知月間」として、種々の周知･広報活動等を全国的に展開し、個別労働紛争

処理制度の一層の利用拡大を図ることとしています。 

 労使関係を取り巻く中長期的な構造変化の中で、労働関係に関する事項についての個々の労働者と

事業主との間の紛争が依然として高い水準にあることから、これらの紛争の実情に即した迅速かつ適

正な解決のため、都道府県労働委員会では個別労働紛争処理制度を設けています。 

労働委員会ごとに多少の違いはあるものの（東京都、兵庫県及び福岡県では、知事部局等に独自の

制度があり、労働委員会では実施していない。また、大阪府及び神奈川県の労働委員会では、知事部

局への申請を前提とした制度となっている。）、公労使三者構成である労働委員会の特色を生かし、迅

速かつ適正な解決へと導いており、解決率も高く、中立・公正で無料で行っていますので、積極的に

ご活用ください。 

 

～ 個別労働紛争のあっせんとは ～ 

職場において、労働者と使用者との間で、賃金、配置転換、解雇など労働条件に関係して紛争が発

生し、当事者間で解決を図ることが困難な場合、労働委員会において、労働問題の専門家である委員

があっせん員（公労使三者構成等）となり、紛争を解決する制度で、平成 13年 10月に施行された「個

別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」第 20条に基づくものです。 

 

○　個別労働関係紛争のあっせんの流れを図示すると、以下のとおり。

　ここでは大まかな例を掲載している。

　※　各都道府県労働委員会で名称・制度内容・処理方法は異なる。

取下げ

あっせん案を労使双方が受諾、

あっせん員の助言などにより

双方が自主的に話し合うことを了承

労使の

歩み寄り

がない

被申請者が

あっせんに

応じない

あっせん申請

あっせん員指名

労働者及び事業主双方に事前調査

あっせん作業

自主解決により

あっせんの

必要がなくなった

打切り 解決


